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報 告 事 項　 報　告　事　項 　

　第１号　協議会規約について
　第２号　幹事会規程について
　第３号　専門部会規程について
　第４号　事務局規程について
　第５号　財務規程について
　第６号　会議運営規程について
　第７号　会議傍聴規程について
　第８号　事務事業の取扱いについて

　第１回協議会でそれぞれの規約・
規程について事務局から報告し、承
認されました。

第１回協議会での主な意見

相模原市委員　（第１号関連）規約
第３条第１項第１号に「合併の是
非を含めた関係市町の合併に関す
る協議」とあるが、これはどの合
併を指すのか。
事務局　相模原市・津久井町・相模
湖町の１市２町の合併に関する協
議を指している。
相模湖町委員　（第８号関連）公立
幼稚園の送迎バスと給食の実施に
ついて要望する。

協 議 事 項　 協　議　事　項 　

　　　　　　　　　　　　　　　　
第１号　事業計画について

　　　　　　　　　　　　　　　　
１　会議の開催
　相模原市、津久井町及び相模湖
町の合併に関する協議等を行うた
め、合併協議会の会議を開催する。
２　新市建設計画の作成
　相模原市、津久井町及び相模湖
町の合併に係る建設の基本方針、
建設の根幹となるべき事業計画及
び財政計画等を作成する。

３　行政制度等の調整方針の協議
　主要な行政制度等について、合
併協定項目として調整方針を協議
する。

４　合併協定書の調印
　新市建設計画の作成及び行政制
度等の調整方針の協議に基づいて、
合併協定書の調印を行う。

５　広報の実施
　合併協議会だよりの発行及びホ
ームページの開設等による情報提
供、意見の募集を行う。

→第１回協議会において、原案通り決定

第１回協議会での主な意見

相模湖町委員　新市建設計画の作成
に伴い、住民からの意見を募集し
集約するのか。

事務局　合併協議会としては、合併
協議会だよりなどを通して意見を
募集する。なお、各市町が独自に意
見募集の実施をするかどうかは、
各市町の判断に委ねられている。

相模原市委員　新市建設計画は、１
市３町（相模原市・城山町・津久
井町・相模湖町）の「まちづくり
の将来ビジョン検討委員会」が作
成した将来ビジョンに基づいて作
成されるのか、それとも１市２町
というまったく別の観点から作成
されるのか。

事務局　１市３町の将来ビジョンを
参考として、なるべくそれを反映
させる形で案を作成させていただ
いた。したがって、まったく新し
く１市２町の計画を作成すること
は考えていない。

相模原市委員　城山町が合併しない
場合には飛び地になる。この可能
性がある場合でも合併すべきかど
うか、協議会の最後に話し合える

場を設けていただきたい。
津久井地域委員　協議会に必ず諮る
べきであり、飛び地合併になった
場合のメリット、デメリットを調
べる委員会を立ち上げるべきだ。

津久井町委員　この協議会はあくま
でも１市２町の合併に関する協議
をする場である。また、別途委員
会を設けて飛び地合併について検
討することは時間的にも難しいの
では。１市３町で進めてきた新市
建設計画を基本に１市２町で検討
していただきたい。

相模湖町委員　計画の中で城山町が
抜けるのは大変なことだが、まず
１市２町の協議を先行させ、その
後この問題について協議したらど
うか。

小川会長　最終的には１市４町で合
併することが望ましいが、合併特
例法による国からの財政支援を受
けるため、先行して１市２町で協
議を進め、しかるべき時期に本協
議会でこのことについてもう一度
検討することとしたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　
第２号　予算について

　　　　　　　　　　　　　　　　
�
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歳入　　　　　　　　　（単位：千円）
金　額項款

３０，０００１　負　担　金１　負担金

３０，０００歳　　　入　　　合　　　計

歳出　　　　　　　　　（単位：千円）
金　額項款

２６，２４６
１　事業費

２６，２４６１　事業推進費

 ３，２９６
２　総務費

 ３，２９６１　事 務 局 費

　 ４５８
３　予備費

　 ４５８１　予　備　費

３０，０００歳　　　出　　　合　　　計

　　　　　　　　　　　　　　　　
第３号　合併協定項目について

　　　　　　　　　　　　　　　　
１　合併の方式
２　合併の期日
３　新市の名称
４　新市の事務所の位置
５　議会議員の定数及び任期の取扱い
６　農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
７　特別職の身分の取扱い
８　一般職の職員の身分の取扱い
９　財産の取扱い
１０　条例、規則等の取扱い
１１　事務組織及び機構の取扱い
１２　行政連絡機構の取扱い
１３　慣行の取扱い
１４　公共的団体等の取扱い
１５　町名・字名の取扱い
１６　土地利用の取扱い
１７　上下水道事業の取扱い
１８　地方税の取扱い
１９　国民健康保険事業の取扱い
２０　介護保険事業の取扱い
２１　保健衛生事業の取扱い
２２　使用料、手数料の取扱い
２３　補助金、交付金等の取扱い
２４　一部事務組合等の取扱い
２５　清掃事業の取扱い
２６　消防業務及び消防団の取扱い
２７　防災事業の取扱い
２８　地域自治区等の設置及び都市内分権
２９　各種事務事業の取扱い
３０　新市まちづくり計画
→第１回協議会において、原案通り決定
　

　　　　　　　　　　　　　　　　
第４号　事務事業一元化の基本方針について

　　　　　　　　　　　　　　　　
＜基本原則＞
（１）一体性の確保
　　　新市に移行する際、住民の生

活に支障をきたさないようでき
るだけ早く一体性を確保できる
よう調整する。ただし、従来の

　相模原市、津久井町及び相模湖町で構成する「相模原市・津久
井町・相模湖町合併協議会」の第１回協議会が２月１７日（木）
に、第２回協議会が２月
２１日（月）にそれぞれ開
催されました。
　協議会では、規約・規
程などに関する報告と、
合併の期日や新市の名
称、新市まちづくり計画
など３３の項目に関する協
議を行いました。 新市の位置 第１回合併協議会


